
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

鳥

獣

保

護

管

理

員

設

置

規

則

の

一

部

を

鳥

獣

害

対

策

室

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

教

育

委

員

会

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

保

育

士

登

録

関

係

手

数

料

の

徴

収

事

務

の

委

託

子

ど

も

未

来

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

岡

山

県

公

報

平成３０年６月１２日 第１１９９８号



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
号

岡
山
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
二
年
と
す
る
」
を
「
そ
の
任
命
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
ま

で
の
期
間
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

）

、

。

等
の
名
称
等
の
制
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

平
成
三
十
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
教
育
委
員
会
の
部
チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ワ
ー
ク

補
助
金
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

14

部
活
動
指
導
員

中
学
校
に
お
け

市
町
村

部
活
動
指
導
員
の
配

補
助
対
象
経
費
の
三

配
置
事
業
補
助

る
部
活
動
の
適

置
に
要
す
る
経
費

分
の
二
以
内

金

正
化
の
促
進

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

岡
山
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く

保
育
士
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査
並
び
に
保
育
士
登
録
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
に
係
る

手
数
料
（
以
下
「
保
育
士
登
録
関
係
手
数
料
」
と
い
う

）
の
徴
収
の
事
務

。

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

保
育
士
登
録
関
係
手
数
料

三

委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二

ア
ー
バ
ン
ネ
ッ
ト
麹
町
ビ
ル
六
階

登
録
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー
事
務
所

五

委
託
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡

「

野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡

「

野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡

「

野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

黒
土
北
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
北
字
境
二
〇
〇
三
番
一
地

新

二
四
〇
・
二

先
か
ら

一
五
・
四
～

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
北
字
大
東
二
〇
一
〇
番
一

二
九
・
二

地
先
ま
で

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
北
字
境
二
〇
〇
三
番
一
地

旧

二
四
〇
・
二

先
か
ら

四
・
八
～

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
北
字
大
東
二
〇
一
〇
番
一

二
二
・
八

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

北
房
井
倉
哲
西
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
長
原
四
一
六
番
一
地
先

新

四
三
三
・
六

か
ら

七
・
五
～

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
三
角
高
下
九
九
五
番
二

一
五
・
〇

地
先
ま
で

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
長
原
四
一
六
番
一
地
先

旧

四
三
三
・
六

か
ら

七
・
五
～

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
三
角
高
下
九
九
五
番
二

一
四
・
〇

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

山
田
槌
ヶ
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

玉
野
市
槌
ヶ
原
字
市
場
下
一
三
四
二
番
一
地
先

新

五
五
〇
・
二

か
ら

九
・
五
～

玉
野
市
槌
ヶ
原
字
山
ノ
鼻
九
二
一
番
三
地
先
ま

二
一
・
九

で玉
野
市
槌
ヶ
原
字
市
場
下
一
三
四
二
番
一
地
先

か
ら

六
・
七
～

旧

五
五
〇
・
二

玉
野
市
槌
ヶ
原
字
山
ノ
鼻
九
二
一
番
三
地
先
ま

二
一
・
〇

で

平成３０年６月１２日　岡山県公報　第１１９９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

黒
土
北
線

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
北
字
境
二
〇
〇
三
番
一
地
先
か

平
成
三
十
年

ら

六
月
十
二
日

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
北
字
大
東
二
〇
一
〇
番
一
地
先

ま
で

北
房
井
倉
哲

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
長
原
四
一
六
番
一
地
先
か
ら

西
線

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
三
角
高
下
九
九
五
番
二
地
先

ま
で

山
田
槌
ヶ
原

玉
野
市
槌
ヶ
原
字
市
場
下
一
三
四
二
番
一
地
先
か
ら

線

玉
野
市
槌
ヶ
原
字
山
ノ
鼻
九
二
一
番
三
地
先
ま
で
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〔
二
九
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
六
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
節
介
結
婚
支
援
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

鳥
越

良
光

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
南
中
央
町
一
番
二
〇
号
一
般
財
団
法
人
厚
生
会
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
今
日
の
晩
婚
化
、
未
婚
化
等
に
伴
う
人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
、
広
く
県
民
に
対

し
、
結
婚
に
対
す
る
意
識
啓
発
や
利
他
・
奉
仕
の
精
神
に
基
づ
く
お
節
介
人
材
の
育
成
、
結
婚
を
推

進
す
る
活
動
の
支
援
、
結
婚
希
望
者
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
等
を
行
い
、
健
全
な
家
庭
生
活
と
社
会

的
絆
の
再
生
を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
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〔
二
九
五
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

た

地

域

倉

敷

市

平
成
二
十
七
年
四
月

倉
敷
市

玉
島
柏
島
の

平
成
三
十
年
五
月
二
十
三

～

地
籍
図
及
び

一
部

日

平
成
二
十
九
年
三
月

地
籍
簿

真

庭

市

平
成
二
十
八
年
四
月

真
庭
市

勝
山
の
一
部

平
成
三
十
年
五
月
二
十
三

～

地
籍
図
及
び

日

平
成
三
十
年
三
月

地
籍
簿

真

庭

市

平
成
二
十
八
年
六
月

真
庭
市

田
原
の
一
部

平
成
三
十
年
五
月
二
十
三

～

地
籍
図
及
び

日

平
成
三
十
年
二
月

地
籍
簿

真

庭

市

平
成
二
十
八
年
四
月

真
庭
市

蒜
山
下
和
の

平
成
三
十
年
五
月
二
十
三

～

地
籍
図
及
び

一
部

日

平
成
三
十
年
二
月

地
籍
簿
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